
時に、初春（しよしゆん）の令月（れいげつ）にして、気淑（よ）く風和（や
はら）ぎ、梅は鏡前（きやうぜん）の粉（こ）を披（ひら）き、蘭（らん）は
珮後（はいご）の香（かう）を薫（かをら）す。

群馬大学医学部附属病院・昭和地区キャンパス 

 令和 元年度 第 1 回-第 4回  

臨床試験に関する講習会 
新入職、1 年以上未受講の医員の方へご案内をお願いします。 

 

会場：群馬大学医学部 臨床大講堂  

第 1 回 平成 31 年 4 月 22 日（月） 18 時～19 時    臨床試験部 中村 哲也 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針と臨床研究法施行規則の要点について」 

第 2 回 令和 元年 5 月 24 日（金） 18 時～19 時 

「患者と国民が研究開発に期待すること（仮）」 
一般社団法人 全国がん患者団体連合会 理事長   

一般社団法人 グループ・ネクサス・ジャパン 理事長   

天野 慎介 様  (群馬大学医学部附属病院監査委員会 委員) 

第 3 回 令和 元年 6 月 12 日（水） 18 時～19 時    臨床試験部 中村 哲也 

「EBM の 5 つのステップと診療ガイドライン ～公益財団法人日本医療機能評価機構 発行 

Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2017 重要用語集 ～」 
 

会場：保健学科 ミレニアムホール 

第 4 回 令和 元年 7 月 26 日（金） 16 時～17 時 

「演題名 未定」      文部科学省研究振興局 研究振興戦略官 吉田 光成 様 
 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」では，「臨床研究の実施に先立ち，教育・研修を受けなければならない。また，研究期間

中も少なくとも年に 1 回程度，継続して，教育・研修を受けなければならない（第 2 章第 4-3）」としています。研究を実施する際の事務に従

事する方や研究者の補助業務に当たる方も含まれます。臨床研究を行っている方，始めようとしている方は「臨床試験に関する講習会」に

必ず参加して下さい。当日は出席確認票を配付しますので，聴講された方は所属と氏名を記入し，回収箱に入れてください。 

受講証明書の発行や e-learning サイト(APRIN (医学研究者アドバンスコースⅠ&Ⅱ)，CREDITS，ICR web)のご案内を希望される方は，こ

ちらのメールアドレスへご連絡ください。  gunma-ciru@ml.gunma-u.ac.jp 

主催：臨床試験部・臨床試験学              

共催：地域医療研究・教育センター，前橋・高崎・渋川・深谷コア５治験・臨床研究病院  

後援：大学病院臨床試験アライアンス          

お問い合わせ： 群馬大学医学部附属病院臨床試験部   

Tel:027-220-8740 (内線 8740)   

E-mail: gunmaciru-office@umin.ac.jp 

本年度は第 8 回までの開催です。 


